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◆問い合わせ先　税務課　☎３４１－８５１３

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

　
８
月
下
旬
か
ら
王
城
寺
原
演
習
場
に

お
い
て
日
米
共
同
訓
練
が
行
わ
れ
ま

す
。

◆
目
的　
　

　

陸
上
自
衛
隊
及
び
米
陸
軍
の
部
隊

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
指
揮
系
統
に
従
い
、

共
同
し
て
作
戦
を
実
施
す
る
場
合
に
お

け
る
相
互
連
携
要
領
を
実
行
動
に
よ
り

演
練
し
、相
互
運
用
性
の
向
上
を
図
る
。

◆
訓
練
期
間　
　

　
８
月
26
日
（日）
〜
９
月
19
日
（水）

◆
訓
練
場
所　
　

　

王
城
寺
原
演
習
場

◆
訓
練
実
施
部
隊　
　

　

日
本
側　

陸
上
自
衛
隊
第
９
師
団
第

　

21
普
通
科
連
隊
基
幹

　

米
軍
側　

米
陸
軍　

第
76
歩
兵
旅
団

　

戦
闘
団
、
第
２
―
１
５
１
歩
兵
大
隊

　

基
幹

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

東
北
防
衛
局
地
方
整
備
課

　

☎
２
９
７　
―　
８
２
１
２

　

企
画
財
政
課

　

☎
３
４
１　
―　
８
５
１
０

　

所
得
や
資
格
要
件
の
確
認
の
た
め
、

児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、

「
現
況
届
」、
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受

け
て
い
る
方
は
、「
所
得
状
況
届
」
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

対
象
者
に
は
、
関
係
書
類
を
郵
送
し

ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　

こ
の
届
出
が
な
い
と
、
８
月
以
降
の

手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

児
童
扶
養
手
当

　

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
生
活
安
定
と
自

立
を
助
け
、
子
ど
も
の
福
祉
の
増
進
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
18
歳
到
達

の
年
度
末
ま
で
の
児
童
（
心
身
に
一
定

の
障
害
を
も
つ
児
童
は
20
歳
未
満
）
を

養
育
し
て
い
る
父
母
、
又
は
養
育
者
に

支
給
さ
れ
ま
す
。（
所
得
に
よ
る
支
給

制
限
が
あ
り
ま
す
）

◆
現
況
届
の
提
出
期
間　

　
８
月
１
日
（水）
〜
31
日
（金）

◆
支
給
額

　

児
童
１
人
の
場
合
の
月
額

　

全
部
支
給　
４
２
，
５
０
０
円

　

一
部
支
給　
４
２
，
４
９
０
円

　
　
　
　
　
　

〜
１
０
，
０
３
０
円

お
知
ら
せ

　

※
２
人
目
５
，
０
２
０
円

　
　

〜
１
０
，
０
４
０
円
加
算

　

※
３
人
目
以
降
３
，
０
１
０
円

　
　

〜
６
，
０
２
０
円
加
算

特
別
児
童
扶
養
手
当

　

精
神
、
又
は
身
体
に
障
害
の
あ
る
20

歳
未
満
の
児
童
で
、
政
令
で
定
め
る
１

級
及
び
２
級
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る

程
度
の
状
態
に
あ
る
方
を
養
育
す
る
父

母
又
は
養
育
者
に
手
当
が
支
給
さ
れ
ま

す
。（
所
得
制
限
あ
り
）

◆
所
得
状
況
届
の
提
出
期
間　

　
８
月
12
日
（日）
〜
９
月
11
日
（火）

◆
支
給
額

　

障
害
等
級
１
級　

　
　
５
１
，
７
０
０
円

　

障
害
等
級
２
級　

　
　
３
４
，
４
３
０
円

◆
問
い
合
わ
せ
先　

　

住
民
生
活
課

　

☎
３
４
１　
｜　
８
５
１
２

・村県民税（２期）
・国民健康保険税（５期）
・介護保険料（３期）
・後期高齢者医療保険料（２期）

　納期限までに忘れずに納めましょう。口座振
替の方は前日までに残高をご確認願います。
　納期限までに納付されない場合、督促手数料
や延滞金が加算されます。
　なお、病気やその他の事情により、納期限ま
でに納付が困難な方の納付相談を随時受け付け
ています。

納期限（口座振替日）　８月３１日（金）

◆日　　時　８日（水）　午後１時～４時
◆場　　所　平林会館１階料理講習室
◆内　　容　売買・贈与・相続等不動産登記、多重債務
　　　　　　に関する相談、成年後見制度（判断能力に
　　　　　　不安のある方の財産管理）
◆問い合わせ先　住民生活課　☎３４５－８５１２

宮城県司法書士会による出張相談会（無料）

◆日　　時　１日（水）・８日（水）・２２日（水）
　　　　　　午前９時～正午
◆場　　所　平林会館１階料理講習室
◆内　　容　生活の中での悩みごと、心配ごとなどの相
　　　　　　談（当日の電話相談も受け付けます。）
◆問い合わせ先　社会福祉協議会　☎３４５－６６３１

生活相談

児
童
扶
養
手
当・特
別
児
童
扶
養

手
当
受
給
者
の
み
な
さ
ん
へ

王
城
寺
原
演
習
場
に
お
け
る

日
米
共
同
訓
練
の
実
施
に
つ
い
て

納税の
お知らせ

今月の
相談
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人権相談開設日
日時：毎週水曜日　午前９時～正午／場所：平林会館１階

今月の消費生活相談
◆日　時　１日（水）・８日（水）・２２日（水）・２９日（水）　午前９時～午後４時
◆場　所　平林会館２階第３研修室
　　　　　相談は予約不要で、電話での相談もできます。お気軽にご相談ください。
◆問い合わせ先　住民生活課　☎３４１－８５１２

☆夏の子どもの事故に注意しましょう
　子どもの事故防止のポイントを紹介します。事故に気をつけて楽しい夏の思い出を作りましょう！
●花火でのやけどに注意
　花火は火薬と火を使うため、危険であることを忘れないで使用しましょう。
　手足や顔をやけどするだけでなく、目に当たり失明する事故もあります。
・子どもだけでなく、必ず大人と一緒に遊びましょう。
・火が移りやすい素材の服や、サンダルなどの露出の多い履物を避けるなど、
　服装にも注意しましょう。
・打ち上げ花火をのぞき込むのはやめましょう。
●公園の遊具でやけどに注意
　夏の強い日差しに熱せられた滑り台など遊具の金属部分が高温になり、やけどをする被害が発生していま
す。またチャイルドシートの金具でのやけどにも注意しましょう。
・子どもは皮膚が薄いことや、体が小さく対表面積が小さいことからやけどが重症化しやすいので特に注意
　が必要です。大人が気を付けるのはもちろんですが、子どもにも危険を教えましょう。
●家庭での水遊びに注意
　家庭用ビニールプールや浴槽に水をはって水遊びをさせていたら、ちょっと目を離した隙に滑って転び水
に浸かっていた、という報告がありました。
・子どもは数㎝のところでも溺れてしまいます。「少しくらい」とか「兄弟がいるから」などとその場を離
　れないで、大人が絶対目を離さないようにしましょう。

　人権擁護委員は、地域の住民の中から、人権問題に
理解や熱意のある人たちが市町村長の推薦を受け、法
務大臣から委嘱（人権擁護委員の仕事をお願いするこ
と）された方々です。
　人権擁護委員は、人権に関する相談を受けたり、小・
中学校で人権教室を開いて、人や命の大切さについて
の理解を深めてもらうための活動をしたりしていま
す。
　皆さんが、毎日の生活を営んでいく上で、これは人
権問題でないだろうかと感じたり、法律上どのように
なるのかわからないため困ったりすることがあると思
います。この様な場合は、ひとりで悩まずに、ぜひご
相談ください。相談は無料で、秘密は守られます。

人権擁護委員をご存知ですか
守られていますか？あなたの人権　人権擁護委員はあなたの街の身近な相談パートナー

人権擁護委員
　人権擁護委員として、熊谷喜久雄さん
（衡中）と千葉良　さん（大瓜下）が７月
１日付けで法務大臣より委嘱されました。

熊谷喜久雄さん（再任） 千葉良　さん（再任）

◆問い合わせ先　住民生活課　☎３４１－８５１２


